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◆4 月の労務スケジュール 
 

～4/30    3月分社会保険料納付  

～4/10    3月分源泉徴収税額住民税額の納付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

社会保険労務士法人リーガルネットワークスが毎月発信するニュースレターです。 

令和 7 年度の雇用保険料率が公開されました 

 

◼ 令和 7 年度の雇用保険料率 

 

令和 7年度の雇用保険料率が公開されました。 

今月のニュースレターでは、令和 6 年度からの変更点についてご案内いたします。 
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ニュースレターバックナンバーはこちらから閲覧いただけます！ 
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令和 7 年度の雇用保険料率が公開されました。 

令和 6 年度の雇用保険料率と比較をすると以下のような変更点があります。 

 

・ 労働者負担・事業主負担ともに失業保険等給付の保険料率が 5.5/1,000 に変更となりました。 

※農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は 6.5/1,000 に変更となります。 

 

令和 7 年度雇用保険料率は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの適用となります。 

令和 6 年度の雇用保険料率から引き下げとなるため、給与計算、年度更新の際に誤りのないよう注意が必

要となります。 

 

参考 URL 

厚生労働省 「令和 7（2025）年度 雇用保険料率のご案内」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf 

 

引用：厚生労働省 「令和 7（2025）年度 雇用保険料率のご案内」 
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